
 

名古屋市・障害者自立支援 事業者システム 200910 における変更点 
 
１ 処遇改善助成金における対応 
 平成 21 年 10 月提供分より実施される、処遇改善助成金の請求に対応するため、以下の

内容について画面の変更を行いました。 
 
（１）事業者情報管理画面における変更点 
  事業者情報提供サービス情報メンテナンス画面について、各サービスごとに「処遇改

善助成金対象」「主たるサービス種類」の 2 項目を追加しました。 

  
 
ア 処遇改善助成金対象事業所の場合 

処遇改善助成金対象 主たるサービス種類

障害者支援施設等 施設入所支援

障害者支援施設等以外 入力不要（空欄）

障害者支援施設等 施設入所支援

障害者支援施設等以外 入力不要（空欄）

障害者支援施設等 施設入所支援

障害者支援施設等以外 入力不要（空欄）

障害者支援施設等 施設入所支援

障害者支援施設等以外 入力不要（空欄）

障害者支援施設等 施設入所支援

障害者支援施設等以外 入力不要（空欄）

障害者支援施設等 施設入所支援

障害者支援施設等以外 入力不要（空欄）

障害者支援施設等 施設入所支援

障害者支援施設等以外 入力不要（空欄）

単独型 有 入力不要（空欄）

併設型又は空床利用型 有

※該当する本体施設を選択
　　施設入所支援
　　身体入所更生
　　身体入所療護
　　身体入所授産
　　知的入所更生
　　知的入所授産
　　障害児施設等

その他のサービス 有

機能訓練 有

生活訓練 有

就労移行支援 有

就労移行支援（養成施設） 有

短期入所

就労継続Ａ型 有

就労継続Ｂ型 有

生活介護

入力内容
サービス種類 施設形態

有

 

処遇改善助成金の項目を追加 



 

イ 処遇改善助成金対象事業所でない場合 

処遇改善助成金対象 主たるサービス種類

入力不要（空欄）

入力内容
サービス種類

全てのサービス 無
 

 
（２）請求明細管理画面における変更点 
  処遇改善助成金の情報を確認するために「助成金」ボタンを追加し、処遇改善助成金

の内訳が確認できるように変更しました。 

 
 
※助成金ボタン押下時 

 

 

集計欄、助成欄ボタンの追加 

助成金の内訳が表示されます 



 

（３）バッチメニュー画面における変更点 
  処遇改善助成金にかかる請求書類を印刷できるように変更しました。 

 
１の（１）における「処遇改善助成金対象」が「有」の場合は、通常の「請求書」「明細

書」に併せて「請求書（処遇改善助成金）」、「明細書（処遇改善助成金）」が印刷されます。 
 

事業者情報管理画面 
「処遇改善助成金対象」項目

印刷帳票 

有 

請求書 
請求書（処遇改善助成金） 
明細書 
明細書（処遇改善助成金） 

無 
請求書 
明細書 

 
（４）国保連データ画面における変更点 
  処遇改善助成金にかかる請求データを作成できるように変更しました。 

１の（１）における「処遇改善助成金対象」が「有」の場合は、通常の「請求書・明細

書情報」に「請求書・明細書（処遇改善助成金）データ」が追加で出力されます。 
※出力ファイルは従前どおり 1 ファイルのみです。 



 

事業者情報管理画面 
「処遇改善助成金対象」項目

作成データ 

有 
請求書・明細書データ 
請求書・明細書データ（処遇改善助成金） 

無 請求書・明細書データ 

 
 
 
２ 移行時運営安定化事業における対応 

現行の激変緩和加算（特別対策費）を廃止し、事業運営安定化（9 割保障）、移行時運営

安定化の請求コードを新規追加しました。 
 

【事業者システムでの事業運営安定化（9 割保障）、移行時運営安定化の入力方法】 
 事業運営安定化（9 割保障）、移行時運営安定化のサービスコードを選択できるようにし

ました。入力方法は従前の激変緩和加算（特別対策費）と同様になりますので、「事業者シ

ステム操作マニュアル（各サービスごと）」を参考にして下さい。 

 
 
３ 上限額管理事務の簡素化における変更点 
 平成 21 年 10 月提供分より、「上限管理事業所において利用者が上限額に到達した場合に

ついては、関係事業所が行うこととされている上限額管理事業所に対するサービス提供実

績の報告を省略できることとし、利用者負担上限額管理結果票の集計・調整欄の入力につ

いても一部簡略化する」ことが国より示されたことにより、上限管理結果が「１」の場合

1 ファイルで出力されます 



 

についての処理を変更をしました。 
具体的には、平成 21 年 10 月提供分以降、上限管理結果が「１」の場合、関係事業所分

の「総費用額」「利用者負担額」については入力する必要がないので、関係事業所の総費用

額以降の項目を 0 として表示します。 

 
 
 
４ 共同生活介護（居宅介護利用型）利用者の変更点について 
共同生活介護において居宅介護等を個人単位で利用している者について、平成 21 年 10

月から居宅介護等を利用しない日については、居宅介護を利用している場合の単価ではな

く、通常の共同生活介護の単価を算定することができるように変更されるため、実績画面

で居宅介護等の利用の有無をチェックする欄を追加しました。 

 
 

「居宅利用」欄 算定内容 

チェックあり 個人単位で居宅介護等を利用する場合の単価で算定 
チェックなし 通常の共同生活介護サービス費の単価で算定 

 
 
 

上限管理結果が「１」の場合、関係事業所の総費用額以下の

項目はクリア（＝０）します。 



 

５ 多機能型事業所における算定の変更点について 
 多機能型や複数の単位で事業を実施している場合、本体報酬と一部の加算において、報

酬算定上の定員数が異なる場合があるため、平成 21 年 10 月提供分より多機能型等定員区

分を追加しました。これにより本体報酬の算定は「算定用定員区分」により、加算（※） 
の算定は「多機能型等定員区分」により行われます。 
 
※対象となる加算 

サービス種類 加算名称 

生活介護 人員配置体制加算 
施設入所支援 夜勤職員配置体制加算 
就労継続支援Ａ型 重度者支援体制加算 

就労継続支援Ｂ型 
重度者支援体制加算 
目標工賃指導員配置加算 

 

 
 
※「事業者システム 200904」からデータ以降した場合の注意点 
 
「多機能型等定員区分」はデータ移行の対象となりませんので、必要に応じて定員区分の

設定を行ってください。また、加算項目の有無については、データ移行の対象ですが、念

のため、加算項目画面で対象となる加算の「有」「無」について確認してください。 

 
 
 

 



 

■アップデート版（事業者システム 200904 Ver1.1）の修正内容 

 

主な修正内容です。必要に応じ修正入力を行ってください。 

対象サービス 修正内容 備考 

全サービス Access2007 上で「事業者シス

テム 200904」を利用した際の、

各種不具合に対応しました。 

Access2007 を利用してい

る場合は、アップデート版

を導入のうえ、再入力して

ください。 

 

日中活動系サービス 

通勤寮 

「99 H21/04 データ移行」時に

食事提供体制加算の「有」「無」

が正しく移行されない不具合を

修正しました。 

すでに、「99 H21/04 デー

タ移行」済みの場合は、

「対象者管理画面」で食事

提供体制加算の「有」「無」

を確認し、修正入力をして

ください。 

 

施設入所支援 

 

 

土日等日中支援加算を算定し

た際、正しく国保連データが作

成されない不具合を修正しまし

た。 

土日等日中支援加算を算

定した場合は、アップデー

ト版を導入のうえ、国保連

データを作成してく ださ

い。 

 

 

 

■アップデート版（事業者システム 200904 Ver1.2）の修正内容 

 

主な修正内容です。必要に応じ修正入力を行ってください。 

対象サービス 修正内容 備考 

地域活動支援事業 バッチメニューで「実績記録票」

印刷時にエラーとなる事象に対

応しました。 

アップデート版を導入のう

え、「実績記録票」の印刷

を行ってください。 

 

 

 

 

修正履歴 



 

■アップデート版（事業者システム 200904 Ver1.3）の修正内容 

 

主な修正内容です。必要に応じ修正入力を行ってください。 

対象サービス 修正内容 備考 

重度訪問介護 重度訪問介護で２人派遣時の

移動加算の算定時間数が正し

く表示されない不具合を修正 

 

重度訪問介護で２人派遣

の実績がある場合は、アッ

プデート版を導入のうえ提

供実績画面で「請求算定」

を再実行してください 

 

就労継続支援Ｂ型 多機能型事業所で目標工賃達

成指導員加算の算定を行う場

合に、就労継続支援Ｂ型の定

員区分で加算が算定されるよう

に、加算要件を修正 

 

多機能型事業所で目標工

賃達成指導員加算を算定

した場合は、アップデート

版を導入のうえ提供実績

画面で「請求算定」を再実

行してください 

 

就労継続支援（Ａ型、

Ｂ型） 

多機能型事業所で重度者支援

加算の算定を行う場合に、就労

継続支援Ａ型又はＢ型の定員

区分で加算が算定されるよう

に、加算要件を修正 

 

多機能型事業所で重度者

支援加算の算定を行った

場合は、アップデート版を

導入のうえ提供実績画面

で「請求算定」を再実行し

てください 

 

施設入所支援 栄養マネジメント加算について

常勤栄養士（実務経験５年以

上）の場合に算定できない不具

合を修正 

 

アップデート版を導入のう

え加算の入力を行ってくだ

さい 

 



 

■アップデート版（事業者システム 200910 Ver1.4）の修正内容 

 

主な修正内容です。必要に応じ修正入力を行ってください。 

対象サービス 修正内容 備考 

 

全サービス 

（※地域生活

支 援 事 業 を

除く） 

 

介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要

件・定量的要件への対応 

 
「93 事業者情報管理」画面の「処遇改善

キャリアパス区分」項目にキャリアパス関

連のコードを追加 

 

介護職員処遇改善

交付金を請求する

事業者は、「93 事

業者情報管理」から

「処遇改善キャリ

アパス区分」を登録

のうえ、算定を行っ

てください。 

 

※Microsoft 社の Web サイトに掲載されております通り、事業者システムで動作保証し

ている一部の Windows OS について、Microsoft 社によるサポートが終了いたします。

事業者システムにおいても、以下の通り、動作保証対象外とさせていただきますので、

現在、ご使用の Windows OS の状態について、確認をお願いします。 

 

（１）サポート終了日 

    ・平成 22 年 7 月 13 日（米国時間） 

（２）サポート終了となる Windows OS と対応方法 

  ・Microsoft Windows 2000 

    →Service Pack の適用に関わらず、Microsoft Windows 2000 のサポートは終了

となります。お早めに新しいパソコン（OS）への切り替えをお願いいたします。 

  ・Microsoft Windows XP Service Pack 2 

    →Microsoft Windows XP Service Pack 3 を適用することで、動作保証が継続さ

れます。 

詳細は Microsoft 社の Web サイトをご覧ください。 



 

■アップデート版（事業者システム 200910Ver.1.5）の修正内容 
 
１ グループホーム・ケアホーム利用者への家賃補助への対応 

平成 23 年 10 月より「グループホーム・ケアホーム利用者への家賃補助（特定障害者特

別給付費（補足給付））」が開始されることへのシステム対応を行いました。 
【システム入力の流れ】 

グループホーム（共同生活援助）・ケアホーム（共同生活介護）のどちらの場合も入力

方法は同じです。 
（Ⅰ）「01 対象者管理」画面の決定サービス欄に「共同生活介護（共同生活援助） 補

足給付対象者」を追加する。 
  ①下記のように特定障害者特別給付費の額を入力します。 

具体的には、受給者証に記載されている補足給付額を入力します。 

    
  ②下記の★印箇所の枠内に、サービス種類を「共同生活介護（共同生活援助）」、サ

ービス内容を「共同生活介護（共同生活援助） 補足給付対象者」と入力し、支

給開始日、支給終了日、提供開始日を入力した後に追加ボタンを押します。 

 
  ③下記のように、支給決定サービス欄に補足給付対象者の入力が追加されます。 
   修正ボタンを押して、修正内容を登録後、「03 提供実績管理」画面で、実績を入

力していきます。 

 

 
（Ⅱ）「03 提供実績管理」画面の下方にある、特定障害者特別給付費の入力項目に必

要事項を入力します。具体的には、家賃決定額欄には（Ⅰ）で入力した補足給付

★ 



 

額（受給者証記載の補足給付額）を入力し、実家賃額欄には家賃額を入力します。 
   その後、請求算定ボタンを押し、その右にある登録ボタンを押す。 
   次に、「04 請求明細管理」画面で明細を作成します。 

 
 
 （Ⅲ）「04 請求明細管理」画面で、画面上にある検索ボタンを押すと明細が作成され

ますので、画面下にある下記の項目に市町村請求額と実費算定額が正しく入力さ

れているか確認し、明細を登録します。 
    その後、引き続き国保連に送付するデータを作成します。 

これ以降は［操作マニュアル（共通編）「10 国保連データ」］を参照してくだ

さい。 
 

 
 
 
 
２ 同行援護サービスへの対応 
平成 23 年 10 月より同行援護が開始されることへのシステム対応を行いました。基本的

な入力方法は、居宅介護サービスの通院等介助の入力方法と同じですので、適宜操作マニ

ュアルを参照してください。 
入力画面 入力方法 
93 事 業 者

情報管理 
「提供サービス編集」画面において同行援護サービスの登録を追加する。その

際、処遇改善助成金情報も併せて登録する。 

01 対 象 者

管理 
受給者証の支給決定内容に応じて、支給決定サービスを登録する。 
・同行援護（身有）または同行援護（身無） 
 
 
 
 
 
 
 

02 契 約 管

理 
契約内容に応じて、契約情報を登録する。その際、契約開始日は平成 23 年 10
月以降となることに注意してください。 



 

03 提 供 実

績管理 
サービス内容の選択で「身体介護有・身体介護無」の選択を行い入力する。 

 
３ その他画面上の変更点 
 メニュー画面において、データファイルのリンク先情報が確認できるように修正しまし

た。当該部分は初期設定では下図のような表示がされています。メニュー画面「DB 再リン

ク」の処理にてリンク先の変更を行う際には参照してください（詳細は操作マニュアル（共

通編）「12  DB 再リンク」を参照してください。） 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

（初期設定の場合） 



 

平成 23 年 12 月 

 

■アップデート版（事業者システム 200910 Ver1.6）の修正内容 

 

対象サービス 修正内容 備考 

ケアホーム 

グループホーム 

家 賃 補 助 の 請 求 を す る

際、請求書情報が正しく作

成されない不具合を修正 

 

アップデート版を導入のうえ「04 

請求明細管理」にてデータの

作成を行ってください。 

 

（なお、当該不具合による請求

金額への直接の影響はありま

せんので、既に行っている請求

については過誤調整の必要は

ありません） 

 

 

 


